
市民税・県民税税額決定・納税通知書の見方

きゅぽらん

　１年間の税額と内訳です

◎給与特別徴収税額
年税額のうち、給与から天引き
される税額

◎公的年金特別徴収税額
年税額のうち、公的年金から 口座振替のかたは金融機関名と
天引きされる税額 支店名が印字されます。
※Ｐ２に詳細の記載があります （納付書は同封されません）

◎普通徴収税額
年税額のうち、納付書または
口座振替にて納付する税額

◎年税額
１年間の市民税・県民税の総額

普通徴収税額を第１期～第４期に分割した 市民税・県民税の所得割額と均等割額です。
金額と各期の納期限が表示されています。 所得割額計と均等割額計を足したものが年税額です。

この通知書は、毎年６月上旬に納税義務者あてに送付します。納付書または口座振替で納
付されるかたに通知する様式です。（市民税・県民税が公的年金から特別徴収（天引き）
されるかたもこの様式となります。）

※市民税・県民税の徴収方法が特別徴収（給与天引き）のみのかたにこの通知は送付しま
せん。「市民税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書の見方」をご覧ください。

お電話でお問い合わせの際は
通知書番号または宛名番号を
お伝えください。

公印住所・氏名
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公的年金から特別徴収（天引き）される市民税・県民税があるかたは
公的年金の種類と支払者および各徴収月の特別徴収税額が表示されます。

川口市から届いた「納税通知書」と年金
機構等から届いた「年金振込通知」で、 仮徴収税額と徴収月 本徴収税額と徴収月
市民税・県民税額が違う場合があります。 前年度年税額の６分の１ずつ ☆今年度から天引きが開始されるかた

が各月で徴収されます。 年税額から年税額の２分の１相当額（納付書や
市から日本年金機構等の年金保険者に公的年金 口座振替で納付する税額）を差し引き、残りの
からの特別徴収（天引き）の依頼を行ってから 税額を３分割した金額が各月で徴収されます。
実際に公的年金から天引きされるまでに数か月
かかります。そのため、公的年金からの特別徴 来年度の仮徴収税額 ☆前年から引き続き天引きとなるかた
収税額の変更等が年金振込通知に反映されてい 今年度年税額の６分の１ずつ 年税額から仮徴収された額を差し引いた残りの
ない場合があります。 が来年度の仮徴収税額です。 税額を３分割した金額が各月で徴収されます。
最新の決定税額は、川口市からお送りする
納税通知書に記載されている税額です。

【今年度から天引きが開始されるかた】

公的年金等所得に係る年税額（以下「年税額」）の
２分の１相当額を普通徴収（納付書や口座振替）で
納付していただきます。
残りの年税額を３分割した税額が１０月、１２月
及び翌年２月の年金支給時に天引きされます。

【前年から引き続き天引きとなるかた】

前年から年金天引きが継続されるかたは、４月、６月
及び８月の年金支給時に、前年度年税額の６分の１ずつ
天引きされます（仮徴収）。
その後年税額から仮徴収された額を差し引いた残りの
年税額を３分割し、１０月、１２月及び翌年２月の
年金支給時に天引きされます。
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扶養控除や本人該当などの人的控除の内訳が表示されます。
該当がある場合、「*」または人数が入ります。

課税の根拠となった所得の種類と金額です。
①総合課税所得と②分離課税所得があります。
給与と公的年金等については、収入金額と所得金額の両方が
表示されます。

所得控除の内訳です
控除金額等詳細は、税額通知書３ページ目の裏面をご覧ください。

◎公的年金等収入は雑所得　に含まれます。

〇公的年金等に係る雑所得の速算表

〇給与所得の速算表

　　　 　　 ～　550,999円  0円

551,000円 ～ 1,618,999円 (A)－550,000円

1,619,000円～1,619,999円 1,069,000円

1,620,000円～1,621,999円 1,069,000円

1,622,000円～1,623,999円 1,072,000円

1,624,000円～1,627,999円 1,074,000円

1,628,000円～1,799,999円 ※(A÷4,000)×2,400円＋100,000円

1,800,000円～3,599,999円 ※(A÷4,000)×2,800－80,000円

3,600,000円～6,599,999円 ※(A÷4,000)×3,200－440,000円

6,600,000円～8,499,999円 (A)×90%－1,100,000円

8,500,000円～ (A)－1,950,000円
※(　)内は小数点以下切捨て

A×85%-48.5万円

330万円未満

A-175.5万円

A×95%-125.5万円

A-175.5万円

A-195.5万円 A-185.5万円

A×95%-125.5万円

A-40万円
130万円以上
410万円未満

A×75%-27.5万円 A×75%-17.5万円 A×75%-7.5万円

A-60万円

課税の基となった所得金額および所得控除金額が表示
されます。

年齢
公的年金等
収入金額(A)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1.000万円以下
1.000万円超

～2.000万円以下
2.000万円超

収入金額(A) 所得金額

770万円以上
1.000万円未満

A×95%-145.5万円 A×95%-135.5万円

６
５
歳
未
満

410万円以上
770万円未満

A×85%-68.5万円 A×85%-58.5万円

A-195.5万円 A-185.5万円

130万円未満

1.000万円以上

A-50万円

６
５
歳
以
上

A-110万円 A-100万円 A-90万円

330万円以上
410万円未満

A×75%-27.5万円 A×75%-17.5万円 A×75％-7.5万円

410万円以上
770万円未満

A×85%-68.5万円 A×85%-58.5万円 A×85%-48.5万円

770万円以上
1.000万円未満

A×95%-145.5万円 A×95%-135.5万円

1.000万円以上
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①総合課税

所得

②分離課税所得



市民税・県民税税額計算の流れ
※分離課税所得がある場合はこの限りではありません。

市民税・県民税の税率等詳細については
税額通知書３ページ目の裏面をご覧ください。

× ＝ － － ＝ ＋

－ ＝

× ＝ － － ＝ ＋

　１年間の税額と内訳です

◎年税額
１年間の市民税・県民税の総額

◎給与特別徴収税額
年税額のうち、給与から天引き

課税標準額 される税額

◎公的年金特別徴収税額
年税額のうち、公的年金から

配当割株式譲渡 天引きされる税額
所得割額控除額

◎普通徴収税額
年税額のうち、納付書または
口座振替にて納付する税額

所得割

ふるさと納税分の寄付金控除金額はこちらに含まれます

総所得
金額

Ａ

所得控除
合計額
Ｂ

課税総所得金額
(課税標準額)

Ｃ
1,000円未満の
端数切捨て

市民税
税率

県民税
税率

市民税・県民税
年税額

市均等割
3,500円

県均等割
1,500円Ｄ

税額
控除
Ｅ

税額
控除
Ｅ

配当割株式等譲渡
所得割額控除額

Ｆ

配当割株式等譲渡
所得割額控除額

Ｆ

市民税
所得割
Ｇ

県民税
所得割
Ｇ

Ｄ

Ｃ

Ｅ： 税額控除

Ｄ

Ａ
Ｂ
Ｃ
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Ｃ

Ｆ

Ｇ

所得割額

税額控除前
：所得割額


